
















④廃棄等に関する事項
・フロン類の引取り又は充塡されていないことの確認の実施年月日。
・当該引取り又は確認を行った第一種フロン類充塡回収業者の氏名
（法人にあっては、その名称及び当該作業を行った者の氏名を含む。











【出典：環境省HP「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」パンフレット (2023年3月版)】



【出典：環境省HP●機器管理者の皆様へ（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器を廃棄する際の規制が強化されます）】
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－よくあるお問い合わせ－
Q.フロンが含まれる家庭用の空調機器又は冷凍冷蔵機器を廃棄するため
にはどうすればいいのか？

A.フロン排出抑制法は「業務用」が対象になります。
家庭用の空調機器又は冷凍冷蔵機器は、メーカー様もしくは購入店へ
お問い合わせ頂きますようお願いいたします。

※「第一種特定製品」とは、業務用の空調機器及び冷凍冷蔵機器であって、
冷媒としてフロン類が使われているもの

※「業務用」とは、製造メーカーが業務用として製造・輸入している機器


